
南丹市教育委員会会議録

令和８年第３回定例会

（令和８年３月 13 日）



１．日 時 令和８年３月 13 日（金）

開会 午後３時 30 分 閉会 午後４時 51 分

２．場 所 南丹市役所２号庁舎 ２階 201会議室

３．付議事件 別紙議事日程のとおり

４．招 集 者 教育長 國府 常芳

５．出席委員 教育長 國府 常芳

教育長職務代理者 前田 好久

委 員 城戸 貴子

委 員 渕上 真奈美

委 員 一谷 昌道

６．欠席委員 なし

７．事 務 局 教育次長 野々口 智司

こども家庭センター長 谷口 悌

総括指導主事 中川 大輔

学校教育課長 山田 真美

学校教育課参事 木上 恵理

社会教育課長 井尻 智道

こども家庭課長 橋本 達矢

幼児教育・保育推進課長 田中 洋子

８．傍 聴 人 なし

開会

教育長が令和８年南丹市教育委員会第３回定例会の開会を告げる。

会議録作成者の指名

教育長から会議録作成者に木上学校教育課参事を指名する。

会議録の承認



報告事項

（１）日程報告

（教育次長）

■２月27日、南船校長会研修会

■同日、放課後児童健全育成事業運営委員会

■２月28日、南丹のぞみ園 職員研修

■３月１日、日吉興風人権文化のつどい

■３月２日、道徳教育推進協議会

■同日、伝統的建造物群保存地区保存審議会

■３月３日、校園所長会議、校長会議、園所長会議

■同日、南丹市立学校・園教職員表彰

■３月４日、南丹市いじめ問題対策連絡協議会

■３月８日、なんたんヒューマンシネマ

■３月11日、社会教育委員会議

■３月12日、桜が丘中学校 卒業を祝う会

■３月13日、中学校卒業式

（２）南丹市教育委員会の後援承諾について

（事務局）

資料に基づき説明

議事

（１）議案第８号 令和7年度南丹市一般会計補正予算に係る地方教育行政の組織

及び運営に関する法律第２９条の規定に基づく意見聴取につ

いて

（事務局）

資料に基づき説明

（前田委員）

増額は、インフレスライドによるものとあるが、３億4500万円は全て

インフレスライド分にあたるのか。また、工事内容の変更などはないのか。

（事務局）

今のところ、工事の変更はない。インフレスライド分を含めてあげている

ものが２億4500万円程度ある。残りの金額については、進捗によって工事の



変更があるかもしれないことを見込み増額させていただいた。

（城戸委員）

事業精査による減額が数か所みられるが、減額分は来年度に持ち越した

りしないのか。

（事務局）

委託料であれば、すでに契約が完了している。そのため、予算として計上

した額より、契約額は下がっており、その差額分予算が余るため減額させて

いただいている。また、扶助費、補助金についても、申請が出ている分を含

めて余ると予想されるため、減額させていただいている。

（城戸委員）

物品など今後使う可能性のあるものであれば、物価も上がってきているた

め、購入しておいてもいいのではないか。

（事務局）

年度末まで残り僅かな期間の為、これから新しく購入することはない。購

入の見込みがある物は、予算として残している。ただ、運営に支障が出たり

するようなことがあれば修繕などはさせていただく。基本的には、議会で

諮ったもののみ執行させていただく。

[採決]

議案第８号について教育長から委員一人一人に諮り、全員一致で承認する。

（２）議案第９号 南丹市学校給食費徴収要綱の一部改正について

（事務局）

資料に基づき説明

（前田委員）

負担軽減のためとあるが、実質負担額はゼロになるわけではないのか。

（事務局）

当初、国は給食費の「無償化」との言い方をしていたが、途中から「負担

軽減」という言い方に変わった。完全給食の場合、小学校ひと月一人当たり

5200円の単価を国が示している。5200円で足りない分については、保護者

から料金の徴収をしてもよいことになっている。本市については、小学校の

保護者からは給食費を徴収しないということにしている。そのため、小学校

については無償化ということになる。

（前田委員）

実質負担額はゼロではあるが、負担軽減という言い方をするという認識で



間違いないか。

（事務局）

その認識で間違いない。ただ、国からの予算措置がいつ終了するか分から

ないため、当面の間は不足分に充てさせていただく。次年度については、

小学校は無償化とさせていただく。

[採決]

議案第９号について教育長から委員一人一人に諮り、全員一致で承認する。

（３）議案第10号 令和７年度南丹市立学校給食共同調理場新築工事請負契約の

変更について

（事務局）

資料に基づき説明

（城戸委員）

現場が田んぼであるということは、当初から分かっていたことなのか。

（事務局）

田んぼを購入させていただいた。当初から、土壌改良する計画だった。

（城戸委員）

深く掘らないといけないということは、ある程度分からなかったのか。

（事務局）

当初から掘る計画はしていた。しかし、実際に現場を確認しに行くと、土

の状態が悪く、予定よりもさらに深く掘り進めなければいけなくなっ

た。それに伴って材料費、土の運搬料も増加した。面積が広いということも

あり、さらに金額が上がっていった形になる。

[採決]

議案第10号について教育長から委員一人一人に諮り、全員一致で承認する。

（４）議案第11号 令和８年度南丹市教育委員会府費負担教職員管理職人事異動

の内申について

議案第11号については、人事に関する議案であり、南丹市教育委員会会議規則

第15条第１号に該当することから非公開とする。併せて、本議案に関する会議

録は非公開とする。



その他

（１）行事予定

（事務局）

上記について説明

（２）学校教育課からの報告

・新聞掲載記事について

・入学式の日程について

（３）社会教育課からの報告

・文化博物館の春季特別展について

（４）こども家庭課からの報告

・特になし

（５）幼児教育・保育推進課からの報告

・特になし

［次回定例会について］

（教育長）

次回定例会の開催は、令和８年４月15日（水）午後３時30分からとする。

臨時会は、令和８年４月１日（水）午後３時30分からとする。

午後４時51分 閉会



南丹市教育委員会会議規則第18条第２項の規定により、ここに署名する。

令和８年４月 15 日

南 丹 市 教 育 委 員 会 教 育 長

南丹市教育委員会教育長職務代理者

南 丹 市 教 育 委 員 会 委 員

南 丹 市 教 育 委 員 会 委 員

（会議録調製者）

南 丹 市 教 育 委 員 会 教 育 次 長


